
都　道　府　県　等　事　後　評　価　概　要　一　覧　表 （ 推 進 交 付 金 ）

平成２６年度消費・安全対策交付金（食の安全・安心消費者の信頼確保対策推進交付金） 都県別 神奈川県

実績 達成度 評価
評価の概要
及び対応方
針等

第三者の意見 意見への対応

農業生産に
おけるリスク
管理措置の
導入・普及
推進

神
奈
川
県

　ＧＡＰを導入していない生産組織や直売所等に対してＧ
ＡＰの導入を促進するための推進会議や優良事例発表
会等を開催し、県・市町村・農協と連携を取りながら、出
荷組織や営農集団等の実践農家数の増加に取り組むこ
ととした。

○農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入・普及
　・県推進会議(26年６月)出席者 41名
　・地域段階でのＧＡＰ検討会：５地域　延べ84回開催
　・優良事例発表会（27年３月)：参加者 58名
○ＧＡＰ指導者の育成確保
　・参加者：普及指導員 ４人

174,940

26年度中
に増加さ
せるガイ
ドラインに
則したＧＡ
Ｐの実践
農家数

148戸 175戸 118.2% Ａ

普及指導活
動及び関係
機関との連
携により目
標値を達成
しており、良
好である。

GAPの実践農家数は着実に
増えており、今年度は目標値
を超える増加を達成した。
GAPの普及には現場におけ
る取組事例を紹介することが
効果的であり、優良事例発表
会の意義は大きいと考える。
評価「Ａ」は妥当である。

　本取組は県内農産物の
安全性と消費者の信頼を
確保する重要な取組である
ため、引き続き更なる向上
を目指して事業推進に取り
組んでいく。

農薬の適正
使用等の総
合的な推進

神
奈
川
県

  無登録農薬の販売や使用などの重大な違反は認めら
れなくなったが、農薬の販売では、届出の未提出、帳簿
の未記載などの軽微な違反は散見されている状況であ
る。また、農薬の使用においては、違反事例は認められ
ないが、不適切な使用による事故が年間数例認められる
状況である。
　消費者に安全・安心な農産物を供給する観点から農薬
の適正な流通・使用の徹底を図るため、実施要綱別表１
の事業メニューのうち（１）農薬の安全使用の推進、（２）
農薬の適切な管理及び販売の推進、（３）農薬残留確認
調査に取り組むこととした。

○農薬の安全使用の推進
　・防除関係者講習会の開催　2回、参加者201人
  ・農薬使用者に対する巡回調査の実施　56件
  ・適正な農薬管理の啓発資料（ポスター250部、
　　冊子50冊）を作成し、市町村、農業団体等へ配布
　・農薬使用者に対する適正使用指導の実施　1,093回
○農薬の適切な管理及び販売の推進
　・農薬販売者に対する立入検査の実施　205件(対象数2,617
件）
  ・販売者に対する指導数　62事業者
　・農薬販売者講習会の開催　2回、参加者96人
　・農薬管理指導士研修会の開催　3回（養成1回、
　　更新2回）参加者302名
　・農薬管理指導士認定293人（新規認定者62名、
　　更新認定者231名）
○農薬残留確認調査
  　　ハコベ１件を実施した。

849,320

不適正な
販売及び
使用の割
合

15.75% 16.02% 99.7% Ａ

農薬使用者
に対する巡
回調査では
違反事例が
認められた
ことから、使
用基準の遵
守について
さらに普及・
啓発を進
め、再発防
止に向けた
取組を強化
していく。

目標値に対する達成度は評
価「Ａ」は妥当であるが、農薬
扱い量が少ない薬局、種苗
店などで帳簿未記載が一定
程度発生しており、さらなる周
知、徹底が必要であろう。ハ
コベのようなマイナー作物に
対する農薬登録促進に向け
た取組は生産現場として期待
する。

　適切な農薬の販売・管理
に関する事業は引き続き更
なる向上を目指して事業推
進に取り組んでいく。また、
農薬使用者に対しては使
用基準の遵守についてさら
に普及啓発を進め、再発防
止に努めていく。

畜産物の安
全性の確保

神
奈
川
県

　安全で安心な畜産物の生産のためには、飼料安全法
の遵守が重要であり、その指導方法を協議するため、畜
産課、家畜保健衛生所、畜産技術所、県政総合センター
等で構成される飼料安全使用対策推進協議会を開催
し、協議結果を基
に各地区において巡回指導を行うとともに地区講習会を
開催する。
　県内の酪農家２６４戸、肉用牛飼養農家１０５戸、養豚
農家８８戸、鶏飼養農家８６戸及び飼料関連５０５業者を
飼料立入対象とする。
　畜産農家への巡回指導及び飼料関連業者への立入検
査では、飼料の不適正な使用は認められていない。（平
成２５年度調査）
　平成13年の飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す
る省令の一部改正により、反すう動物由来肉骨粉等の
飼料へ製造・販売・使用が禁止されている。飼料事故及
び不適正使用の防止には、飼料安全法の遵守に必要な
普及活動に加え、製造・販売・使用の各段階での飼料の
安全性確保が重要となり、その取り扱いについての指導
が重要となる。

（１）関係機関が連携した指導体制の確立
　　　　神奈川県飼料安全使用対策推進協議会の開催　１回
　　　　　参加者　県機関　１１名

（２）飼料安全法令等に関する普及・監視及び指導
　　　　農家巡回指導の実施　４２４戸（対象者４２４戸）
　　　　　酪農　222戸（対象者222戸） 肉用牛66戸（対象者66戸）
　　　　　養豚　 61戸（対象者 61戸） 養鶏　 75戸（対象者75戸）
　　　　飼料販売業者等への立入検査･指導の実施　４０戸
　　　　（販売業者：１８戸、製造業者：２２戸）
　　　　飼料の安全に関する啓発資料を作成し４６４戸で配布。
　　　　地区講習会の開催　２０回
　　　　　参加者　畜産農家　２２１名　畜産関係団体等　１４１名

（３）飼料の安全性監視のための調査分析の実施
        畜産物中の飼料添加物の残留調査
　　　　　硫酸コリスチン　　　鶏卵２０検体  （全例陰性）
　　　　　バージニアマイシン　鶏卵２０検体  （全例陰性）
　　　　　アンプロリウム　　　鶏卵２０検体  （全例陰性）
　　　　飼料中の肉骨粉混入検査
　　　　　動物性たん白質　　　使用段階２０検体（全例陰性）
　　　　　　　　　　　　　　　流通段階４０検体（全例陰性）

563,349

飼料の不
適正な製
造・販売・
使用等に
係る立入
検査等実
施率

56% 67.9% 121.3% Ａ
目標値を達
成しており、
良好である。

　安全な畜産物の生産のた
めには、飼料の適正製造・販
売・使用等について飼料販売
業者や畜産農家等に対する
指導は非常に重要である。
飼料の調査分析の結果、不
適切な事例は見受けられず、
立入検査実施の目標も達成
されておりＡ評価は妥当であ
る。

　設定した目標に対して良
好な結果が得られている
が、本取組の重要性は継
続されるものであるため、
引き続き更なる向上を目指
して事業推進に取り組んで
いく。

目標値及び実績 都道府県等の事後評価

目標値

Ⅰ
農
畜
水
産
物
の
安
全
性
の
確
保

目的 目標

事
業
実
施
主
体

事業実施計画 事業実施実績
交付金
相当額
（円）
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実
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主
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家畜衛生の
推進

神奈川県

家畜衛生の推進には、家畜伝染病予防事業による取り
組みに加え、家畜衛生対策事業による特定家畜伝染病
防疫指針・飼養衛生管理基準の普及、遵守指導、動物
用医薬品の適正使用指導、慢性疾病対策、さらに病性
鑑定などを通じた情報収集及び情報発信等により県内
の家畜衛生水準の向上への取り組みが不可欠である。

(1)BSE検査の推進　　     BSE-ELISA検査　300頭
(2)家畜衛生対策による生産性向上の推進
                         慢性疾病低減対策　４ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　　                     研修会等開催　４回
(3)畜産物の安全性向上　　農場ＨＡＣＣＰ普及定着　３ｸﾞﾙｰﾌﾟ
　　                     調査検査　６回（３ｸﾞﾙｰﾌﾟ×２回）
　　                     動物用医薬品検査　61件、１品目
　　                     薬剤耐性菌発現状況調査　12戸
　　                     危機管理対策研修会出席　１名

4,736,000

家畜衛生
に係る取
組の充実
度

100.7% 107.5% 106.8% Ａ
目標値を達
成しており、
良好である。

  飼養衛生管理基準の遵守
指導、慢性疾病対策、疾病情
報収集及び情報発信等によ
る取組みの結果、疾病発生
件数は前年度並みに維持さ
れ、充実度も良好であること
から、Ａ評価は妥当である。

　設定した目標に対して良
好な結果が得られている
が、本取組の重要性は継
続されるものであるため、
引き続き更なる向上を目指
して事業推進に取り組んで
いく。

養殖衛生管
理体制の整
備

神
奈
川
県

　養殖魚介類の疾病によるリスク管理等を的確に推進
し、安全・安心な養殖水産物の生産・供給体制を確立す
るため、県央地区および県西地区を主とする内水面養殖
業１４経営体、三浦半島地区の海産魚を対象とする３経
営体に養殖衛生に関する管理指導を実施する。
　指導の計画
・経営体数
  ①給餌経営体数：１７経営体
  ②アユ冷水病防疫対策等を行っている内水面漁業協
同組合数：１０漁協
・水産医薬品適正使用指導等会議の開催回数：1回
・養殖衛生指導等を行った経営体数（実経営体数）１７経
営体
      ①うち指導会議によるもの：１０経営体
      ②うち巡回指導によるもの：１７経営体
      ③その他によるもの     ：１７経営体

○総合推進会議の開催
　指導等会議開催　1回
　対象経営体　　　１０経営体
○養殖衛生管理指導
　指導を行った経営体　１７経営体
 　　①うち指導会議によるもの：１０経営体
      ②うち巡回指導によるもの：１７経営体
      ③その他によるもの     ：１７経営体
○養殖場の調査監視
　水産用医薬品の残留検査　１８検体
○疾病の発生予防・まん延防止
　アユ冷水病防疫対策　内水面漁業協同組合　１０漁協
　疾病検査　　　　３２検査

365,889

指導を
行った養
殖等経営
体数の割
合

100% 100% 100% Ａ
目標値を達
成しており、
良好である。

　神奈川県内の養殖業経営
体および内水面漁協に対し、
事業実施計画に記された養
殖衛生管理指導を行うという
目標設定は適正であると評
価する。1回の指導会議およ
び1７回の巡回指導等を行
い、また、本指導を県内の経
営体（全体の１００％）および
漁協に対し実施したことで目
標が達成されていることか
ら、全体としてA評価は妥当
である。

　設定した目標に対して良
好な結果が得られている
が、本取組の重要性は継
続されるものであるため、
引き続き更なる向上を目指
して事業推進に取り組んで
いく。

病害虫の防
除の推進

神
奈
川
県

 農業経営の安定、農産物の品質向上及び農作業の省
力効率化に寄与するため、天敵利用と物理的防除方法
を両立する総合的な防除技術の確立とその導入推進、
病害虫の防除対策に苦慮しているﾏｲﾅｰ作物の病害虫
防除体系の確立を図る必要があるので、実施要綱別表
１の事業メニューのうちⅡの３の（３）病害虫防除農薬環
境リスク低減技術確立に取り組むこととした。

○対象作物名及び対象病害虫
　キュウリ施設栽培：べと病、うどんこ病、褐斑病
                    ｺﾅｼﾞﾗﾐ類、ｱｻﾞﾐｳﾏ類、ｱﾌﾞﾗﾑｼ類等
　ハコベ：ぺルメトリン乳剤
○実証ほ等の設置場所及び面積
　キュウリ施設栽培（実験圃場）：平塚市上吉沢　0.8ａ
　キュウリ施設栽培（現地圃場）：平塚市岡崎　15a　大磯町西小
磯7.2ａ
  ハコベ：平塚市上吉沢 3.5ａ、横須賀市津久井　9.0a
○講習会、検討会等開催回数　31回 (延べ162名)
○農薬環境ﾘｽｸ低減値の向上率
              （138+100）/２＝119
　　キュウリ施設栽培：100×(1+0.38)/(1‐0)＝138
　　ハコベ：100×(1＋0)/(1-0)＝100
○現行での化学合成農薬使用回数（剤数）・量(10a当たり、対象
作物毎)
　　キュウリ施設栽培：16回
○IPM技術等における化学合成農薬使用回数(剤数)・量(10a当
たり、対象作物毎)
　　キュウリ施設栽培：10回
○見学会、広報等の取組　なし

1,033,920

農薬環境
ﾘｽｸ低減
値の現状
値からの
向上率

125 119 95.2% Ａ

ほぼ目標値
を達成して
おり良好で
ある。

IPMのさらなる普及には、農
業者が対象病害虫や防除資
材（天敵、フェロモン等）の生
態、特性を十分に理解するこ
とが重要であり、現地実証圃
等を活用した取組に今後も期
待する。今年度はマイナー作
物も含め、農薬環境ﾘｽｸ低減
値の向上率の達成度は良好
であり評価「Ａ」は妥当であ
る。

　設定した目標に対して良
好な結果が得られている
が、本取組の重要性は継
続されるものであるため、
引き続き更なる向上を目指
して事業推進に取り組んで
いく。

Ⅲ
伝
染
性
疾
病
・
病
害
虫
の
発
生
予
防
・
ま
ん
延
防
止
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重要病害虫
の特別防除
等（ミバエ）

神
奈
川
県

　我が国又は一部地域にのみ発生している重要病害
虫が、万が一新たな地域に侵入した場合甚大な被害
となる恐れがあることから、侵入の早期発見は重要
な課題であり、本県は横浜港、川崎港を有し、かつ
羽田空港にも接しており、重要病害虫の侵入経路と
なることが想定される。
  このため、交付要綱別表第１の事業メニューのう
ち（１）重要病害虫侵入警戒調査等の実施に取り組
むこととした。

○重要病害虫侵入警戒調査等の実施
　・侵入警戒調査実施状況・地点数
　　調査地点50カ所、調査回数延べ318回
　・対象病害虫の発見・発生状況
　　　　　なし
　・対象病害虫の防除状況
　　　　　なし

132,000
対象病害
虫の調査
の総回数

286回 318回 111.2% Ａ

目標値を達
成しており
良好であ
る。

重要病害虫の侵入経路とし
て危惧される本県におい
て、侵入警戒調査等は計画
を上回る回数実施されてお
り、評価「Ａ」は妥当であ
る。

　設定した目標に対して良
好な結果が得られている
が、本取組の重要性は継
続されるものであるため、
引き続き更なる向上を目指
して事業推進に取り組んで
いく。

重要病害虫
の特別防除
等（特別型）
PPV

神
奈
川
県

　
　プラムポックスウイルスの発生調査については、平成２
１年４月、東京都青梅市で栽培されているウメにプラム
ポックスウイルスが感染していることが確認された。これ
を受け、国により本ウイルスの発生の有無を把握するた
めの全国調査を実施することとされたので、本県におい
ては、以下により発生調査を実施する。
　調査地区数：４０地区
　調査対象植物：ウメ
　調査時期：平成２６年５月～平成２７年３月

○プラムポックスウイルスの発生調査
 国によりプラムポックスウイルスの全国調査を実施することとさ
れたので、本年においては、以下により発生調査を実施した結
果、発生は認められなかった。
調査地域（調査地域数）：足柄地区（湯河原・小田原を含む）（１
８）、相模原地区（津久井を含む）（５）、横浜・川崎地区（６）、県
央地区（１）、湘南（１）、横須賀・三浦地区（１）、県内ウメ樹木保
有施設
　調査地区数：３３地区
調査対象植物：ウメ
実施期間：平成２６年５月～平成２７年３月
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100% Ａ
目標を達成
しており良好
である。

ウメに深刻な被害を与える
PPVの発生調査を着実に実
施し、本県における蔓延防止
に大きな成果を上げており、
評価「Ａ」は妥当である。

　設定した目標に対して良
好な結果が得られている
が、本取組の重要性は継
続されるものであるため、
引き続き更なる向上を目指
して事業推進に取り組んで
いく。

7,927,560 105.5% A
目標値を達
成しており、
良好である。

設置した目標に対し、良好
な結果が得られているが、
本取組の重要性は継続さ
れるものであるため、引き
続き更なる向上を目指して
事業推進に取り組んでい
く。

　総計･総合評価
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